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4

ア
ィ

ル
公
債
論
の
護
展

チ
ニ己

島

恭

彦

ー
デ
ィ

l
チ
ェ
ル
公
債
論
の
事
読
史
上
の
地
位

古
典
皐
慌
の
公
債
論
は
公
債
の
起
債
や
共
利
子
の
粧
神
的
影
響
に
闘
す
る
論
議
じ
終
始
し
耐
も
或
は
公
債
は
資

本
hz奪
ひ
去
り
或
は
共
利
子
は
生
産
台
駆
出
し
高
利
貨
資
本
家
み
佐
官
裕
に
す
4
Q
E
F
二
五
ふ
慌
な
悲
観
論
が
大
多
数
含

占
め
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
且
つ
古
典
準
仮
は
公
債
は
如
何
な
る
場
合
に
利
用
3
る
べ
き
か
正
一
五
ふ
黙
に
つ
い
て
何

等
一
般
的
原
則
を
耽
味
見
す
る
事
が
出
来
や
唯
共
利
用
は
成
可
〈
避
け
る
べ
き
も
の
だ
と
一
五
ふ
消
極
的
な
結
論
に
到

遣
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
岡
家
の
活
動
?
「
不
生
産
的
」
と
呼
ん
で
一
定
の
範
間
内
に
制
限
し
ゃ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

然
る
に
十
八
世
紀
後
宇
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
古
典
皐
慌
の
法
治
岡
家
の
理
論
と
物
質
的
生
産
概
念
に
封
す

る
反
動
と
し
て
濁
乙
に
無
形
の
生
産
を
認
め
、
岡
家
の
活
動
も
一
つ
の
生
産
に
教
へ
る
思
想
が
成
長
し
た
が
恰
も

こ
の
思
想
の
上
に
公
債
論
を
展
開
し
た
の
が
デ
ィ

1
チ
ェ

Y
で
あ
っ
た
。

彼
に
よ
れ
ば
公
債
を
非
常
手
段
と
見
る
古
典
皐
振
の
考
へ
方
は
公
債
に
よ
っ
て
奪
ひ
去
ら
れ
た
安
本
が
岡
家
の

ヂ

f
1
ナ
エ
ル
公
債
論
の
賛
展

第
四
十
一
巻

一一
一

第

古書

一---
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デ
イ

1

チ
ェ
ル
公
債
論
の
後
民

第
四
十
一
容

四

第
一
蹴

四

不
生
産
的
目
的
の
絡
に
消
費
さ
れ
る
と
見
る
事
に
基
い
て
ゐ
る
。
然
る
に
岡
家
と
岡
氏
経
梼
的
生
産
と
の
密
接
な

闘
聯
を
認
め
る
な
ら
ば
公
債
仁
よ
っ
て
起
き
れ
た
資
本
は
再
び
悶
民
経
梼
の
内
部
で
生
産
的
に
利
用
さ
れ
て
、
生

産
を
一
一
暦
刺
戟
す
る
わ
け
で
あ
る
。
公
債
は
非
常
手
段
で
な
〈
最
高
の
稜
展
段
階
に
到
達
し
た
岡
民
経
済
、
と
岡
家

に
於
て
は
必
然
的
な
産
物
で

J

の
る
、
官
時
濁
乙
の
撃
者
一
か
岡
家
活
動
の
必
然
性
骨
主
張
す
る
魚
に
共
を
「
生
産
的
」

と
岬
叫
ん
に
除
l
デ
ィ

1
チ
I

U

Y

ド
と
っ
て
も
公
仙
の
必
然
性
L
M
共
生
産
性
は
同
一
?
め
っ
た
。

'
h

一
-
A
f
f
a
-
-

巳

/

品

に

「

i
ω
フ

/

引

1

U

J

J

'

説
の
特
徴
は
次
の
二
つ
に
要
約
さ
れ
る
と
忠
ふ
。

第
一
に
今
ま
で
政
治
の
領
域
仁
埋
も
れ
て
ゐ
た
経
費
の
軽
掛
的
性
質
宏
明
か
に
し
且
こ
の
経
費
と
密
接
に
結
び

付
け
て
公
債
利
用
の
原
則
を
極
端
情
理
論
を
以
て
明
確
に
指
示
し
た
事
で
あ
る
。

第
二
に
公
債
の
生
産
的
機
能
を
強
調
し
て
公
債
は
一
般
に
資
本
を
奪
ひ
去
る
の
で
な
く
岡
民
結
構
で
生
産
的
に

利
用
さ
れ
な
い
過
剰
資
本
を
吸
集
す
る
鮪
を
明
か
に
し
七
事
で
あ
る
。
斯
様
に
従
来
の
悲
観
論
を
一
掃
す
る
と
同

時
に
公
債
の
貨
幣
流
通
に
及
ぼ
す
表
面
的
な
影
響
し
か
見
な
い
重
商
主
義
思
想
に
も
反
封
し
て
公
債
の
影
響
は
岡

民
経
済
の
生
産
の
方
向
を
轄
や
る
輸
に
あ
る
事
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
町

、

一一
デ

4
1チ
ェ
ル
公
債
論
の
大
要

こ
〉
で
は
前
節
に
述
べ
た
デ
ィ

l
チェ

Y
設
の
二
つ
の
特
徴
を
や
〉
詳
細
に
迅
べ
て
見
亡
い
と
思
ふ
。

(1) 

経
費
の
経
済
的
説
明
(
公
債
利
用
原
則
の
経
済
的
説
明
)

デ
ィ

1
チェ

Y
は
先
づ
岡
民
経
済
の
本
質
か
ら
日
正
を

Dietzel， a. a. O. S. 192. 2) 



詑
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
岡
氏
経
済
の
木
質
は
不
断
の
竣
展
で
あ
っ
て
常
に
新
な
査
本
を
生
産
し
新
な
欲
望
を
充

足
す
る
所
に
あ
る
。
併
し
私
有
財
産
制
度
に
基
礎
を
置
い
て
ゐ
る
現
在
の
岡
民
経
掛
で
は
生
産
力
は
消
費
力
を
越

へ
て
増
大
す
る
か
ら
過
剰
資
本
の
一
部
は
常
に
固
定
資
本
の
形
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
資
本
家
の
欲
望
は

無
限
に
増
大
し
又
質
的
に
向
上
す
る
と
最
早
岡
氏
経
済
の
物
質
的
生
産
の
方
法
で
は
充
足
さ
れ
ぬ
様
に
な
る
。
こ

冶
に
至
っ
て
闘
家
を
中
心
と
す
る
閥
民
の
共
同
経
済
却
財
政
の
生
産
す
る
無
形
財
に
劃
す
る
需
要
が
起
こ
り
共
生

産
の
潟
に
閥
民
経
稗
の
過
剰
資
本
一
か
投
資
さ
れ
る
の
で
あ
る
o

閥
民
経
漕
の
は
琉
高
の
殺
展
段
階
で
白
川
岡
家
と
共
制
定
は
個
人
の
生
産
に
快
〈
ぺ

h
r
b
eき
る
も
の
で
あ
る
か
ら
軍

体
響
線
北
山
他
有
形
無
形
。
施
設
は
阻
定
見
H-

ホ
で
か
ノ
り

l

i

』

L
-
p
l
i

，
こ
:
‘
、

Z
A
-
-
:
L
-
r
}

共
組
村
¢
相
川
r
h

勾
奔
支
社
3
れ
m
e
h
eぷ
北
・
い
h

品
輸
ι
管制
J

E

布刊
t
L
e
d
J

る
。
財
政
は
こ
の
二
種
の
資
本
を
以
て
個
人
の
生
産
出
来
ぬ
様
な
高
級
な
精
神
的
無
形
財

P
生
産
す
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
財
政
は
圃
民
経
済
と
封
立
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
〈
、
む
し
ろ
共
一
部
で
あ
り
、
岡
家
の
経
費
は
生
産
授
で

あ
る
。岡

家
の
流
動
資
本
の
致
用
は
一
財
政
期
間
の
中
に
全
部
消
滅
す
る
か
ら
、
共
は
租
粧
を
以
て
調
達
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
蓋
し
租
粧
を
負
携
す
る
現
在
の
岡
民
が
共
放
用
を
等
し
く
享
受
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
永
遠
に
亙
つ

て
致
用
を
縫
績
す
る
閥
家
の
回
定
資
本
は
公
債
に
よ
っ
て
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
若
し
こ
の
場
合
租
税
を
利

用
す
れ
ば
固
定
資
本
の
致
用
を
全
部
消
費
出
来
な
い
現
在
の
岡
民
が
金
負
擢
を
荷
ふ
結
果
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

然
る
に
公
債
を
利
用
す
れ
ば
将
来
の
岡
民
が
一
方
で
回
定
資
本
の
致
用
を
辛
受
し
乍
ら
、
他
方
で
公
債
の
利
子
を

ヂ
イ

1
チ
E

ル
公
債
論
の
鼎
旧
民

第
四
十
一
巻

五

第

披

一
一
五



デ
イ

l

チ
エ
ル
公
債
論
の
排
出
展

第
四
十
一
巻

ー
ムノ、

第

盟E

一
一
六

負
(2) 携

す
る
司王
が
出
来
る。

岡
家
の
固
定
資
本
a

伊
二
時
に
調
達
す
る
に
は
公
債
か
財
産
税
か
を
選
ば
ね
ば
な

ら
ぬ
が
、
財
産
税
の
弊
害
は
岡
氏
鰹
掛
の
個
別
資
本
の
最
も
有
利
な
分
配
を
強
制
的
に
特
捜
夏
す
る
舗
に
あ
る
。
其

公
債
の
生
産
的
機
能

故
に
生
産
的
に
活
用
さ
れ
る
筈
の
個
人
の
資
本
を
奪
ひ
去
り
、
格
別
に
艦
糟
的
意
義
の
な
い
慮
に
投
宇
る
結
果
に

B

J

タ
コ
、
ノ
一
ず
」
、
)
〆

J

O

九
-
J
C
γ
J
F

然
あ
ド
岡
山
赤
信
用
ド
謀
〈
自
由
必
僚
は
不
卦
気
や
職
時
ド
於
け
る
生
産
の
縮
少
か
ら
援
生
し
た
過
剰
資
本
や
又

は
反
劃
に
生
産
力
の
増
大
か
ら
殺
生
し
た
過
剰
資
本
の
種
冷
様
々
な
債
値
を
正
確
に
ム
」
ら
へ
る
事
が
出
来
る
。
共

故
に
公
債
を
利
用
す
れ
ば
岡
氏
経
済
の
中
に
生
じ
た
最
も
生
産
性
の
少
な
い
過
剰
資
本
の
み
を
集
中
的
に
取
去
っ

て
共
同
極
構
に
、
卸
ち
共
常
時
の
岡
家
の
目
的
に
最
も
過
し
た
産
業
部
門
に
投
じ
る
事
が
出
来
る
。
例
之
戦
争
の

際
に
者
修
口
開
生
産
の
縮
少
か
ら
殺
生
し
た
過
剰
資
本
を
軍
需
品
生
産
部
門
へ
移
動
し
て
生
産
的
に
利
用
す
る
が
如

き
で
あ
る
。
共
故
に
公
債
は
岡
民
経
祷
杢
臨
と
し
て
見
れ
ば
最
も
合
理
的
に
資
本
を
分
配
し
共
生
産
力
を
た
か
め

る
事
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
公
債
は
新
な
資
本
の
創
造
で
あ
る

d

加
之
、
な
粧
捕
の
問
で
有
利
な
投
資
の
機
舎
が
現
れ
た
時
は
費
本
家
は
自
由
に
公
債
を
責
却
し
て
資
本
を
其
方

向
に
向
け
る
事
が
出
来
る
.
従
っ
て
公
債
を
通
じ
て
、
資
本
は
岡
民
組
漕
か
ら
財
政
へ
、
財
政
か
ら
岡
民
経
捧
へ

生
産
的
投
資
を
求
め
て
極
め
て
闘
滑
に
動
〈
事
が
出
来
る
。

以
上
述
べ
た
デ
ィ

I
チ
ェ

Y
公
債
論
の
二
つ
の
則
面
卸
ち
公
世
に
よ
る
固
定
資
本
の
調
達
と
公
債
に
よ
る
資
本



一
方
岡
山
水
が
殺
展
す
る
程
、
共
活
動
の
潟
に
固
定
資
本
を
必
要

と
し
、
他
方
悶
民
経
済
が
殺
遣
す
る
程
、
共
慮
に
生
じ
た
過
剰
資
本
は
共
同
経
済
の
生
産
的
投
資
郎
岡
家
目
的
に

の
生
産
的
分
配
は
互
に
密
接
に
闘
係
し
て
ゐ
る
c

最
も
適
合
し
た
産
業
部
門
へ
の
投
資
を
求
め
て
ゐ
る
。
従
っ
て
閏
家
の
固
定
資
本
を
調
達
す
る
魚
に
公
債
を
利
用

す
る
事
は
同
時
に
岡
民
経
済
の
資
本
金
最
も
生
産
的
に
分
配
す
る
事
で
あ
る
。
斯
様
な
後
展
段
階
で
始
め
て
公
依

は
純
粋
な
信
用
の
機
能
を
穀
揮
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

、3z'註

遮

資

eT
公
債
へ
投
資
す
る
事
は
資
本
家
の
立
場
か
ら
凡
た
公
債
の
利
用
方
法
で
あ
り
、
所
簡
共
同
縫
潜
の
目
的
に
遁
ム
様
に
資
本
を
分
阻
す

rz

、
る
事
は
凶
療
の
立
場
h
t
b
凡
た
公
債
の
利
用
方
法
一
し
あ
ら
う
。
こ
の
二
つ
の
L
y
d脚
は
如
何
に
し
て
矛
盾
な
く
統
一
す
る
事
が
出
来
る
だ
ら
う
か
。

デ
イ
l
チ
エ
ん
に
よ
れ
ば
ヌ
牝
の
最
高
の
町
役
民
段
階
仁
於
て
は
物
財
は
単
な
る
物
で
な
く
他
力
に
於
て
精
一
脚
的
な
航
組
合
附
興
せ
ら
れ
名
品
川
に
.

資
本
家

4
聞
な
る
資
本
家
で
は
な
く
凶
氏
ー
と
し

τの
資
絡
で
共
同
航
涜
ド
多
肌
ハ

1ι
の
で
ふ

ι3
間
耶

hJJι
資
木
町
《

t
じ
つ
は
岡
岡
市
滅
的
川
わ
け
唯
一
の

頼
り
に
し
で
個
別
資
本
を
岡
家
ド
貸
附
り
て
利
子
を
受
取
る
の
で
め
る
。
然
る
ド
他
方
岡
氏
と
し
て
彼
等
は
一
致
協
同
し
て
岡
家
の
活
動
に
参
加

し
園
家
の
経
費
を
負
携
し
、
自
ら
同
家
信
用
の
確
立
と
向
上
と
に
努
め
て
ゐ
る
の
で
め
る
。
品
品
川
同
経
済
に
於
て
は
資
本
家
は
岡
氏
と
し
て
資
本
を

運
用
し
、
国
家
目
的
に
合
致
し
た
産
業
に
資
本
を
投
資
す
る
。
従
っ
て
共
同
経
潜
に
於
て
は
資
本
家
の
貸
附
資
本
は
岡
家
目
的
に
よ
っ
て
測
定
せ

ら
れ
た
効
用
、
卸
ち
倫
理
的
債
値
を
輿
へ
ら
れ
る
。

然
る
に
デ
イ
I
チ
エ
ル
は
一
切
の
国
家
目
的
を
同
氏
経
務
的
目
的
(
生
産
)
に
還
元
し
倫
理
的
償
値
政
治
的
慣
値
を
経
済
率
よ
の
用
語
で
説
明
し
た

の
で
あ
る
。
こ
〉
に
彼
の
誤
謬
の
根
源
が
あ
る
。

然
ら
ぱ
第
一

に
岡
家
の
蛭
費
、
特
に
臨
時
費
は
常
に
固
定
資
本
を
意
味
し
、
共
調
達
に
利
用
せ
ら
れ
る
公
債
は

常
に
資
本
を
生
産
的
に
分
配
す
る
結
果
に
な
る
だ
ら
う
か
。

第
二
に
「
生
産
1

「
査
本
」
等
の
経
漕
概
念
を
以
て
一
一
般
に
公
前
利
用
の
附
則
を
説
明
出
来
る
だ
ら
う
か
。
私
ほ
こ

ヂ
イ
I
チ
エ
ル
公
情
論
の
費
展

第
四
十
一
巻

七

第

腕

一
一
七



ヂ
イ

1
チ
エ
ル
会
債
論
の
費
展

第
凶
十
一
巻

]¥ 

第

就

]¥ 

の
二
つ
の
姑
に
デ
ィ
l
チ
ェ

Y
以
後
の
濁
乙
の
財
政
皐
者
の
批
判
を
集
中
さ
せ
ゃ
う
と
以
ふ
。

、‘ノ註

第
一
の
動
に
つ
い
て
は
ワ
グ
ナ

1
の
批
列
を
第
二
の
射
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
シ
ェ
フ
レ

I
の
批
剣
を
参
照
す
る

0

・1

臨
時
費
の
生
産
性

占
V

E

，t
L

L

Y
J
!
?
p
 /
i

》

噌

1
9，
、
〕
百
一
己
当
L
争
4
A

ヘ

ノ

》

1
3
、

ー

:

ョ

-

「

〉

p
'
t
よ
る
と
隣
説
。
制
限
砧
t
h
h
d
-
L
ゆ
お
投
p
p
a
l
H
T一
法
的
で
み
i

4'!f 

~;\~ 
昨年
授
は
[i司
河i:
責
主~，こ

て
永
久
に
生
産
的
な
致
岡
市
佐
持
頑
す
る
。
従
っ
て
臨
時
費
を
調
達
す
る
翁
に
公
債
炉
利
用
3
れ
る
と
将
来
の
悶
民

は
固
定
資
本
の
致
用
を
享
受
し
乍
ら
利
子
炉
』
支
捕
ふ
事
が
出
来
る
。
故
に
デ
ィ

1
チ
ェ

Y
は
岡
家
の
固
定
資
本
は

自
ら
公
債
費
を
再
生
産
し
て
ゐ
る
正
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

併
乍
ら
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
臨
時
品
質
が
固
定
資
本
と
し
で
生
産
的
な
作
用
念
持
績
す
る
か
ど
う
か
、
既
に
疑
問
で

あ
る
し
、

又
た
と
ひ
共
が
無
形
資
本
と
し
て
花
鰹
祷
の
生
産
を
刺
戟
し
て
も
直
に
財
政
枇
入
が
増
加
す
る
と
は
限

ら
な
い
。
経
費
の
再
生
産
印
ち
持
来
の
財
政
牧
入
の
増
大
に
閲
し
て
は
確
貸
さ
の
程
度
が
あ
る
、

ワ
グ
ナ
!
は
立
パ

確
宜
さ
の
程
度
に
従
っ
て
臨
時
費
を
次
の
順
序
で
匝
別
し
た
の
で
あ
る
。

川
、
岡
家
の
私
経
情
的
投
資

は
確
貫
に
経
済
的
法
則
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
無
保
件
に
公
債
の
利
用
さ
れ
る
の
は
こ
の
場
合
だ

こ
れ
は
錨
道
、
郵
便
、
英
他
の
岡
家
の
企
業
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
公
債
費

け
で
あ
る
。

(2) 

軍
事
、
財
政
制
度
の
改
良
、
教
育
制
度
の
蹟
張
、
道
路
、
運
河
の
開
盤
等
岡
家
の

岡
家
経
済
的
投
資

Wagner， Art. "Staatsschulden“in Bluntschli's S.¥V. I~)6'7. Finanzwissenschaft 
1. 3・Au日. 1883. Die Ordnung der Finan.wirtschaft u. der offentl. Kredit. in 
Schonberg's Handb. 1891. Scba偲e11Zur Theorie der D，，~dmng des Staatsbedarfes 
Tubingen. Zeitsehrift. 1883. 1884・

3) 



制
度
及
び
岡
氏
経
掛
の
施
設
を
改
善
す
る
魚
の
投
費
で
あ
る
。
斯
く
し
て
共
は
無
形
資
本
と
し
て
一
般
に
岡
民
経

油
開
の
生
産
力
じ
刺
戟
を
興
へ
、
間
接
的
に
岡
氏
の
租
税
負
強
力
を
生
産
又
は
再
生
産
す
る
。
こ
の
際
生
産
的
品
川
果

の
確
貫
な
場
合
に
の
み
公
債
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

(3) 

軍
事
費
の
調
達

戟
争
は
都
合
よ
く
行
け
ば
賠
償
金
を
も
た
ら
す
だ
ら
う
。
併
し
他
面
に
於
て
同
氏
程

簡
の
生
産
は
会
く
荒
廃
す
る
。
従
っ
て
軍
隊
や
武
器
を
資
本
正
考
へ
る
事
は
出
来
な
い
。

若
し
軍
事
費
を
調
蓬
す
る
魚
に
公
債
が
利
用
さ
れ
た
な
ら
日
、

デ
ィ

l
チ
且

Y
の
一
言
ふ
様
に
率
引
修
口
叩
生
産
部
門

の
過
剰
資
本
は
軍
需
品
生
産
部
門
へ
移
動
す
る
で
あ
ら
う
、

従
っ
て
一
方
で
流
動
資
本
の
縮
少
叉
は
需
-
要
の
蹴
誠
一

。
k

よ
っ
て
下
部
し
た
労
銀
や
心
情
口
川
刀
憤
陥
芯
他
方
で
.
恥
蔽
口
羽
生
産
部
門
の
一
的
出
に
よ
っ
て
騰
貴
す
る
だ
ら
う
。
併

し
こ
の
産
業
で
は
不
断
ド
物
財
の
再
生
産
は
起
ら
な
い
か
ら
一
闘
の
資
本

E
捗
働
k
で
長
期
に
亙
っ
て
戦
争
を
績

け
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
大
衆
の
生
活
水
準
は
低
下
す
る
だ
ら
う
。
こ
の
場
合
、
如
何
な
る
意
味
で
も
無
形
財
の

生
産
を
主
張
す
る
事
は
出
来
な
い
。
従
っ
て
軍
事
費
調
達
の
魚
に
公
債
を
利
用
し
た
な
ら
ば
軍
需
品
生
産
部
門
白

盟
の
「
不
生
産
性
」
の
故
に
「
公
債
は
資
本
を
生
産
的
に
分
配
す
る
。
」
と
一
疋
ふ
事
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

四

政
治
問
題
と
し
て
の
会
債

経
済
概
念
の
限
界

間

前

節

で

ヲ

グ

ナ

l
は
無
形
生
産
、
無
形
賓
本
の
概
念
を
認
め
乍
ら
岡
家
経
済
的
投

資
の
場
合
に
は
公
債
費
の
再
生
産
の
確
貫
性
の
如
何
に
よ
っ
て
こ
の
概
念
を
制
限
し
、
軍
事
費
の
場
合
に
は
金
〈

ヂ
イ

I
チ
エ
ル
公
債
論
の
溌
展

第
四
十
一
巻

九

第

競

九



デ

イ

l

ナ
品
ル
公
債
論
の
後
展

第
四
十
一
巻

一
二

O

一
二
。

第
一
波

こ
の
概
念
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
克
に
こ
〉
で
は
論
を
進
め
て
一
一
般
に
「
生
産
」
「
資
本
」
等
の
概
念
な
以
て
公

位
利
用
の
原
則
を
規
定
出
来
る
か
否
か
佐
吟
味
し
て
見
ゃ
う
c

先
づ
純
粋
な
経
掛
阜
の
問
題
と
し
て
も
同
家
が
公
依
営
以
て
貨
幣
を
借
り
、
こ
の
貨
幣
を
以
て
商
品
を
買
ふ
過

程
は
流
通
過
程
で
あ
る
ο

更
に
共
商
品
を
同
家
の
目
的
の
魚
に
利
用
す
る
過
程
は
泊
費
、
過
蒋
で
め
る
。
以
上
の
意

味
の
抗
通
過
程
が
た
ま

/
1
一
私
龍
神
の
過
剰
資
本
営
他
の
私
腔
糟
へ
移
し
た
結
果
、
前
よ
り
も
」
層
資
本
の
生

産
・
刀
を
品
め
一
あ
一
品
、
と
な
り
て
も
、

t
t〕
g
h
H
L

〕
一
号
ど
っ
向
日
本
二
川
リ
日
:
と
げ
ん
E
f
-
-
u
t
R
4
』。

占

f
u
d
A
d
1
f
h
u
司

a
-
1
1
h
u
t
t
L
l
H
T一

=
t
t
I
'

丸
岡
崎
裁
の
市

費
が
た
ま
/
¥
私
経
捕
の
生
産
を
刺
戟
し
て
財
政
牧
入
を
増
加
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
て
も
之
を
「
経
費
の
再
生
産
」

と
呼
ぴ
、
経
費
を
一
一
般
に
「
生
産
費
」
と
呼
ぶ
事
は
出
来
な
い
。
財
政
牧
入
の
増
加
と
経
費
の
聞
に
は
何
等
生
産
過

程
に
於
け
る
費
用
と
牧
盆
と
の
闘
係
の
様
な
必
然
的
な
聯
闘
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
共
故
に
以
上
の
用
語
は
皐
な

る
比
喰
と
し
て
意
味
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
。

前
節
に
於
て
ヲ
グ
ナ

l
は
公
債
費
の
再
生
産
の
確
貸
さ
か
ら
見
て
岡
家
の
私
経
済
的
投
資
を
第
一
位
に
置
い
た

の
で
あ
る
が
、
こ
〉
で
は
以
上
の
経
梼
率
上
の
規
定
に
従
へ
ば
本
来
こ
の
私
経
済
的
投
資
却
も
岡
家
の
企
業
に
於

て
の
み
「
生
産
」
「
再
生
産
」
等
の
概
念
は
妥
嘗
す
右
左
云
ふ
事
が
出
来
ゃ
う
。
こ
の
限
り
に
於
て
「
純
粋
な
程
漕
的

カ
テ
ゴ
リ
ー
は
園
家
経
済
に
於
て
も
私
経
捕
に
於
て
も
共
通
で
あ
る
。
」
と
云
ム
ザ
ッ
ク
ス
の
言
葉
は
正
し
い
。

併
し
経
済
皐
上
の
問
題
か
ら
離
れ
て
、
岡
家
経
済
と
し
て
の
財
政
に
固
定
資
本
、
流
動
資
本
の
観
念
を
適
用
す
る

事
の
可
否
を
ジ
ェ
プ
レ

l
に
従
っ
て
吟
味
し
ゃ
う
。
デ
ィ
!
チ
ェ

Y

に
よ
れ
ば
臨
時
費
削
固
定
資
本
は
多
年
の
財

S.x. Grundlegung der Staatswi:rtschaft. S. 38. 4) 



政
期
間
に
亙
っ
て
殻
用
を
持
績
し
、
経
常
費
郎
流
動
資
本
の
殻
用
は
一
財
政
一
期
間
の
中
に
全
部
岡
氏
に
よ
っ
て
泊

費
量
さ
れ
る
。

併
し
先
づ
経
常
費
例
へ
ば
官
吏
の
俸
給
の
殻
果
が
一
財
政
期
間
に
消
費
さ
れ
る
と
考
へ
る
の
は
現
在
の
闘
民
が

租
税
伝
以
て
官
吏
の
勢
務
を
頁
ひ
之
を
消
費
す
る
が
如
〈
解
轄
す
る
か
ら

r。
各
世
代
の
聞
に
密
接
な
利
害
閥
係

を
保
ち
つ
〉
殺
展
す
る
岡
家
で
は
す
べ
て
の
経
費
は
闘
家
永
遠
の
生
活
の
魚
に
支
出
き
れ
る
の
で
あ
っ
て
多
町
内
れ

少
か
れ
将
来
も
其
致
用
を
持
績
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
交
換
極
端
情
の
彊
象
と
同
様
に
財
政
を
解
稗
す
る
事
は
出

K
R
s
i
e

、0

3
J
a
J

し
次
じ
臨
時
殺
の
地
果
帥
ち
岡
山
郊
の
軍
陳
警
察
共
他
の
諸
制
皮
の
偵
値
は
永
久
に
艦
購
す
る
色
の
で
も
な
く
又
其

債
値
減
少
の
程
度
を
測
定
す
る
事
も
出
来
な
い
c

例
之

E
大
な
軍
備
に
よ
っ
て
「
生
産
」
し
主
劉
外
的
安
会
し
と
一
E

ふ
「
無
形
財
」
は
真
に
第
二
の
戟
零
を
呼
ぶ
契
機
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
、
こ
の
場
合
「
無
形
財
」
の
債
値
は
ゼ
ロ
に

等
し
い
の
に
最
初
軍
事
費
を
調
達
し
た
公
債
の
利
子
は
相
麗
ら
や
婚
家
の
闘
民
を
座
迫
す
る
だ
ら
う
。

斯
様
な
あ
い
ま
い
な
概
念
念
以
て
岡
家
の
公
債
政
策
の
基
準
と
す
る
事
は
出
来
な
い
。
加
之
同
家
の
私
経
済
的

投
資
の
如
き
、
物
的
設
備
の
債
値
測
定
が
可
能
な
場
合
で
も
、
賂
来
の
魚
に
現
在
が
出
来
る
口
け
公
債
を
避
け
租

読
を
以
て
経
費
を
調
達
す
る
事
は
政
治
家
に
と
っ
て
一
個
の
義
務
で
あ
る
。
従
っ
て
ジ
ェ
フ
レ

l
に
と
っ
て
は
公

債
問
題
は
純
粋
な
経
済
問
題
で
も
な
く
、
又
財
政
技
術
の
問
題
で
色
な
く
共
は
一
個
の
政
治
問
題
で
あ
っ
た
。
然

ら
ぱ
何
故
に
公
債
問
題
は
叉
政
治
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。

ヂ
イ
ナ

Z
L
F
l

公
債
論
の
愛
展

第
四
十
一
巻

第

披



デ
イ

1
チ
エ
ル
公
債
論
の
後
展

第
内
十
一
巻

第

務

一一一

(2) 

公
債
の
政
治
的
濫
用

古
典
皐
涙
は
公
債
の
濫
用
に
劃
し
て
極
度
に
警
戒
し
た
の
で
あ
る
が
デ
ィ

1
チ

z
y
は
之
に
反
し
て
次
の
如
く
主
張
す
る
。
「
公
債
を
以
て
容
易
に
多
〈
の
貨
幣
が
調
達
さ
れ
る
魚
に
、
政
府
が
之

を
滋
用
す
る
事
を
非
難
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
非
難
は
公
債
そ
の
も
の
に
営
ら
な
い
。

U
し
ろ
政
治
目
的
或

は
政
府
の
無
飽
に
劃
す
る
非
難
打
。
之
は
明
か
に
手
段
と
目
的
の
混
同
で
あ
る
。

1

「
若
し
も
政
一
府
が
公
共
の
目
的

に
反
す
る
様
な
行
品
川
七
ど
し
た
時
江
、
叶
p
・1
何
等
公
債
制
底
そ
の
も
の
〉
郊
で
J
J
A

円。
f

。
も
し
色
聞
広
間
的
号
察
，
V
H
'

F
4
7
J
J
 

h

る
非
正
常
的
な
蹴
態
か
ら
出
殺
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
決
し
て
共
は
異
理
で
は
な
い
日
」

こ
の
デ
ィ

1
チ
ェ

Y
の
主
張
は
な
る
べ
く
政
治
的
挟
雑
物
を
公
債
問
題
か
ら
抽
象
し
て
、
純
粋
な
極
構
的
範
時

と
し
て
公
債
を
取
扱
は
う
と
す

Z
意
圃
を
示
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。

併
し
公
債
の
純
粋
な
機
能
、
却
も
岡
氏
極
端
慣
の
過
剰
資
本
を
共
同
駐
掛
に
移
し
て
最
大
的
生
産
的
弛
呆
を
畿
揮

さ
せ
る
、
公
債
の
機
能
は
一
個
の
結
構
技
術
と
し
て
の
公
債
に
自
然
に
具
っ
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
。
右
の
様
な

公
債
の
機
能
は
常
に
政
府
の
善
良
な
政
治
を
前
提
と
し
て
始
め
て
可
能
で
あ
る
刊

こ
の
勤
を
問
題
に
し
な
い
と
し
て
も
現
に
公
債
へ
投
資
さ
れ
た
資
本
が
個
別
極
構
に
於
け
る
よ
り
も
一
句
ぞ
う
生

産
的
に
作
用
し
て
ゐ
る
と
何
等
か
客
観
的
な
根
擦
に
よ
っ
て
主
張
出
来
る
だ
ら
う
か
。
デ
ィ

l
チ
ェ

Y
は
公
債
の

利
子
が
岡
民
経
済
か
ら
容
易
に
徴
牧
出
来
る
限
り
右
の
如
〈
主
張
出
来
る
と
云
ふ
。
無
形
資
本
は
関
民
経
済
の
生

産
を
刺
戟
し
自
ら
公
債
の
利
子
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
か
ら
無
形
資
本
、
無
形
生
産
、
公
債
利
子
な
る
一
一
輔
の
循

環
が
緯
績
し
て
ゐ
る
限
り
公
債
は
、
生
産
的
に
機
能
し
て
ゐ
る
。
こ
の
デ
ィ

1
チ
ェ

Y
の
主
張
は
正
に
牧
盆
性
の

Dietzel， a. a. O.日. 10. 201. 
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標
準
で
あ
る
利
チ
一
般
と
公
債
利
子
と
の
混
同

r。

、，ノ

o'

註
例
へ
ば
次
の
様
な
ヂ
イ
1
ナ
且
ル
の
言
葉
に
こ
の
混
同
が
現
れ
て
ゐ
る
左
思
ム
。
産
業
を
隈
迫
す
る
高
率
の
財
産
税
の
代
'
り
に
公
債
が
起
き

rt
、

れ
る
と
企
業
家
は
企
業
に
留
保
さ
れ
た
資
本
を
栂
獲
ち
ゃ
生
産
的
に
活
用
し
で
、
そ
の
利
潤
か
ら
公
債
の
利
子
を
政
府
に
支
椀
ム
事
が
出
来
る
。

こ
の
閥
係
は
恰
色
企
業
家
が
政
府
に
財
産
税
を
収
め
た
後
の
利
潤
の
減
少
を
つ
ヤ
な
ふ
矯
に
資
本
家
か
ら
資
木
を
借
り
て
利
子
を
資
本
家
戸
支
掛

っ
て
ゐ
る
関
係
に
等
し
い
。

併
し
牧
盆
性
を
示
す
と
こ
ろ
の
利
子
は
岡
民
経
済
の
中
で
自
然
に
定
ま
る
が
、
公
債
の
利
子
は
政
府
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
、
岡
山
水
の
租
積
樺
に
よ
っ
て
徴
牧
き
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
公
債
利
子
と
共
生
産
性
M
円一

致
す
る
と
云
ふ
何
等
の
保
謹
も
典
へ
ら
れ
て
ゐ
な
げ
。
か
へ
っ
て
高
利
の
公
債
ほ
多
〈
の
場
合
、
「
不
生
産
性
」
印

も
政
治
的
措
用
の
事
貨
や
}
一
市
す
最
JS
確
貨
な
指
標
で
は
な
い
か
。

公
債
の
利
子
炉
共
生
産
性
(
牧
袋
一
性
)
の
指
針
で
は
な
い
と
す
れ
ば

岡
家
の
利
用
す
べ
き
資
本
と
岡
氏
粧
漕
に
止

ま
る
べ
き
費
本
と
の
聞
の
正
し
い
均
衡
は
信
用
の
法
則
に
従
っ
て
自
動
的
に
決
定
き
れ
な
い
。
却
っ
て
公
債
に
よ

っ
て
こ
の
正
し
い
均
衡
が
破
れ
る
場
合
が
あ
る
。
蓋
し
シ
ェ
ア
レ
ー
に
よ
れ
ば
公
債
は
租
税
と
比
較
す
る
主
資
本

家
に
利
子
守
興
へ
、
現
在
の
納
税
者
を
魅
迫
し
な
い
か
ら
政
治
家
は
公
休
阿
佐
え
ら
び
や
す
い
。
か
う
し
て
公
債
が

累
積
し
て
共
利
子
炉
租
税
牧
入
の
大
部
分
を
喰
ひ
謹
す
と
嘗
然
租
税
を
引
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
こ
の
時
代
に

巡
り
合
せ
た
納
税
者
は
公
債
が
如
何
な
る
無
形
の
致
用
を
残
し
て
、
彼
等
の
租
枕
負
櫓
力
を
増
大
さ
せ
た
か
を
問

題
に
し
な
い
で
政
府
の
財
政
L
q

策
に
反
卦
す
る
だ
ら
う
。

要
す
る
に
公
債
利
用
の
原
則
及
び
限
界
は
今
円
に
於
て
は
単
純
に
経
済
的
に
決
定
き
れ
る
も
の
で
な
い
。
む
し

ヂ
イ
1
チ
エ
ル
公
債
論
の
袈
民

第
一
波

一
一一

第
四
十
一
巻

一一一一
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デ
イ

1
チ
エ
ル
公
債
論
の
費
展

第
四
十
一
巻

四

第

~It 

四

ろ
共
は
資
本
家
針
納
枕
者
の
闘
係
及
び
雨
者
に
劃
す
る
政
治
家
の
地
位
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
馳
を
ジ
ェ
フ
ν
l

は
強
制
し
た
の
で
あ
る
。

結

論

主
又

ν
毘
こ
d

f

-

L

M

、

主調，

f
i
vフ
ー

J

ヲ
甲

P
/

ソ
グ
ナ
!
、
ν
ェ
ア
ν
!
の
立
場
伝
簡
単
じ
比
較
し
て
際
訟
の
傾
向
を
慨
相
似
し
て
児
や

'
円
ノ
。

デ
ィ

1
チェ

Y

は
終
始
一
貫
し
て
財
政
を
闘
民
経
持
的
生
産
の
立
場
か
ら
見
た
の
で
あ
る
が
、
こ
冶
に
岡
家
の

無
形
生
産
、
無
形
資
本
に
闘
す
る
理
論
が
重
大
な
役
割
を
果
た
し
て
ゐ
る
。

ワ
グ
ナ
l
は
次
第
に
ダ
ィ
l
チ

Z

Y
の
影
響
か
ら
免
れ
て
は
ゐ
る
が
而
も
最
後
ま
で
岡
山
本
の
無
形
生
康
を
認
め

少
〈
、
と
も
理
論
に
於
て
は
固
定
資
本
、
流
動
資
本
の
概
念
を
以
て
公
債
利
用
の
原
則
を
説
明
し
ゃ
う
と
し
た
。
唯

宜
際
上
は
財
政
的
、
耽
曾
政
策
的
見
地
か
ら
こ
の
概
念
を
制
限
し
た
に
止
ま
る
。
従
っ
て
ワ
グ
ナ

1
は
圃
民
経
済

的
見
地
の
他
に
多
く
の
見
地
を
定
立
し
た
が
、
其
等
の
諸
見
地
は
断
片
的
に
切
離
さ
れ
て
ゐ
る
が
如
き
印
象
を
輿

へ
る
。

従
っ
て
デ
ィ
!
チ
ェ

Y
の
理
論
を
徹
底
的
に
克
服
し
た
の
は
シ
ェ
ア
レ
ー
で
あ
る
と
一
疋
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は

吐
命
同
現
象
の
一
部
に
過
ぎ
ぬ
経
済
現
象
を
蹟
大
し
て
「
純
粋
経
樺
的
」
に
公
債
政
策
を
規
定
す
る
立
場
に
極
力
反
劃

し
、
岡
家
機
構
の
一
部
と
し
て
の
財
政
の
特
性
を
強
調
し
た
。
唯
ワ
グ
ナ
l
も
ジ
ェ
フ
ν
ー
も
単
純
な
粧
漕
的
見



地
か
ら
の
み
公
債
を
論
じ
な
い
で
岡
家
の
需
要
の
特
殊
性
及
び
そ
の
絶
劃
的
な
必
要
性
を
考
慮
し
て
ゐ
る
輸
に
於

い
て
は
共
通
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
本
質
的
に
は
信
用
論
の
展
開
に
過
ぎ
な
か
っ
た
デ
ィ

l
チェ

Y
の
公
債
論
は

ワ
グ
ナ

1
、
シ
ェ
ア
レ
ー
に
よ
っ
て
財
政
阜
の
一
部
に
取
入
れ
ら
れ
た
見
る
事
が
出
来
ゃ
う
。

以
上
デ
ィ

I
チェ
M
Y

説
の
稜
展
を
展
望
す
る
事
に
よ
っ
て
自
ら
弐
の
結
論
を
得
る
市
す
が
出
来
る
。
郎
ち
一
一
般
に

一
枇
命
同
的
、
政
治
的
則
両
を
扮
象
し
て
専
ら
極
構
的
或
は
財
政
技
術
的
に
、
経
費
の
殻
果
の
持
鋪
性
に
よ
っ
て
公
債

利
用
の
原
則
を
基
礎
付
け
る
事
を
公
債
論
の
木
質
的
な
部
分
で
あ
る
と
す
る
説
は
あ
ま
り
に
一
面
的
で
あ
る
と
一
両

ム
事
で
あ
る
。
唯
私
が
見
た
の
は
デ
ィ
!
チ
ェ

Y
読
の
否
定
の
則
両
の
み
で
あ
っ
た
が
、
公
伎
と
闘
民
館
漕
的
生

'
i
l
j
L
l
a
-
-
・
i
:

理
と
に
瑚
慨
に
殺
す
る
深
レ
部
控
は
デ
ィ
!
チ
ー

Y

必
位
論
の
最
も
削
し
い
一
閣
で
あ
4
0
と
一
石
へ
や
う
り
金
融
市

場
と
公
債
と
の
表
面
的
な
聯
闘
に
つ
い
て
の
議
論
が
あ
ま
り
に
も
過
剰
で
あ
る
時
代
に
は
、
似
の
次
の
棋
な
素
朴

な
主
張
色
合
蓄
に
宮
ん
で
ゐ
る
。
「
園
民
経
漕
の
貸
附
け
た
貨
幣
は
再
び
園
民
経
持
に
蹄
る
。
併
し
政
府
が
こ
の

貨
幣
を
以
て
購
買
し
た
財
貨
は
最
早
園
民
経
稗
の
中
に
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
一
冗
楽
園
家
に
貸
附
け
ら
れ
七
も
の

は
こ
の
財
貨
で
あ
る
。
」

ヂ
イ

I
チ
品
ル
公
債
論
の
費
展

第

君主

一
二
五

第
四
十
一
巻

五.
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